
令和４年度第２回公立大学法人秋田県立大学学長選考会議 

議事要旨 

 

１ 日時 令和４年９月１２日（月）１３：３０～１４：５０ 

２ 会場 ホテルメトロポリタン秋田４階ルーチェ 

３ 出席者 

  ［委員］ 

三浦委員【議長】、板東委員、高橋（誠）委員【事務局長】、吉澤委員、高橋（秀）委員、 

高田委員、小谷委員、佐藤委員 

  ［事務局］ 

鈴木次長、宮崎チームリーダー 

 

４ 議事 

定款第１０条第６項の規定に基づき、三浦委員を議長として会議が開催された。 

   学長選考会議委員の中に学長となる理事長選考対象者（以下「学長選考対象者」という。）とし

て推薦された者がいたため、委員の交代があったことが報告された。 

 

１）学長となる理事長候補者の決定 

  ①学長となる理事長選考対象者の確認 

  ②資格審査 

議長進行の下、上記について事務局長より説明があり、下記に関する質疑応答が行われた。 

〇主要業績書が学内公表されなかった理由。 

学長選考対象者が有資格者として承認され、学長となる理事長候補者（以下「学長候補者」と

いう。）が決定した。 

また、公平性の観点から、公募による応募者で学長候補者に決定した者に対し、学内公表した

資料を情報提供することを確認した。 

 

２）今後の日程 

  ①同意書の提出 

  ②次回学長選考会議の開催 

議長進行の下、上記について事務局長より説明があり、下記に関する質疑応答が行われた。 

〇面接における被面接者（学長候補者）のプレゼンテーションの実施。 

同意書の提出については、提出期限を９月２２日（木）として学長候補者に依頼することとし、

今後の日程については、学長候補者の面接を実施するため、９月２９日（木）に第３回学長選考

会議を開催することが承認された。 

 

その他 

①学長候補者によるパネルディスカッション開催の要望書 

議長進行の下、上記について事務局長より説明があり、下記に関する意見交換が行われた。 

○学長選考を巡る諸課題を次の学長選考プロセスの課題として申し送ること。 

○主要業績書の学内公表（※９月１５日に追加公表済）。 

学長選考については、一貫したルールを定め、これに基づき、粛々と進めることとしており、

本学教職員有志一同からの今回の要望は、これと整合しない点があったため、学長選考会議の名

及び責任において、学長候補者によるパネルディスカッションを開催することはできない旨を教

職員有志一同に対し、回答することを確認した（※９月１２日に回答済）。 

 

                                          以 上 


